
議案第 55 号 

                                                                  

令和７年度里庄町一般会計補正予算（第４号） 

 

 

  令和７年度里庄町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、277,023 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

7,375,602 千円とする。 

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第 213 条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越

明許費」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

                                              令和７年 11 月 28 日提出 

 

                               里庄町長 加 藤 泰 久              
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第２表 繰越明許費   

 

                  

款  

 

 

項  

 

                              

事  業  名  

 

 

金   額  

 

  

  ８  消防費 

  

 １  消防費 

 

消防団第９部機庫等新設事業 

          千円  

    71,850 
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第３表 地方債補正   
 

1．変更  

起債の目的  
補  正   前  補  正   後  

限度額  
起債の  
方 法  

利 率  償還の方法  限度額  
起債の  
方 法  

利 率  償還の方法  

緊 急 防 災 ・ 

減 災 事 業 債 

千円 

 

 

 

101,700 

 

普通貸借 

又   は  

証書借入 

4％ 以 内（ た だ

し 、 利 率 見 直

し 方 式 で 借 り

入 れ る 政 府 資

金 及 び 地 方 公

共 団 体 金 融 機

構 資 金 等 に つ

い て 、 利 率 の

見 直 し を 行 っ

た 後 に お い て

は 、 当 該 見 直

し 後 の 利 率 ）  

政 府 資 金 そ の

他 を 借 り 入 れ

る 場 合 は そ の

融 資 条 件 に よ

る 。た だ し 、財

政 の 都 合 に よ

り 償 還 期 限 を

短 縮 し 、又 は 繰

上 償 還 も し く

は 低 利 率 債 に

借 り 換 え す る

こ と が で き る 。 

 

千円  

 

 

 

175,900 

 

 

補正前と 

同じ 

 

 

 

補正前と 

同じ 

 

 

 

補正前と 

同じ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































 

期 末 手 当
年間支給率（月分）

8,998

(4.10)

8,872

(2.90)

△ 1,395

(4.15)

給　与　費　明　細　書

１．特　別　職 （単位：人，千円）

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合 計 備 考
報 酬 給 料 その他の手当 計

長 等 3 22,800 242 32,040 12,295 44,335

補 正 前 議 員 10 31,925 40,797 8,543 49,340

の 額 その他の特別職 676 26,764 26,764 26,764

計 689 58,689 22,800 17,870 242 99,601 20,838 120,439

補 正 額

長 等 △ 3,720 △ 25 △ 5,140 △ 2,204 △ 7,344

議 員

その他の特別職

計 △ 3,720 △ 1,395 △ 25 △ 5,140 △ 2,204 △ 7,344

計

長 等 3 19,080 7,603 217 26,900 10,091 36,991

議 員 10 31,925 8,872 40,797 8,543 49,340

その他の特別職 676 26,764 26,764 26,764

計 689 58,689 19,080 16,475 217 94,461 18,634 113,095
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※ （　）内は再任用短時間勤務職員及び第１号会計年度任用職員の人数（外書き）である。

118,765 365,430 237,124 721,319 172,876 894,195

給 与 費
合 計 備 考

計給 料

補 正 前 の 額
98

２．一　般　職

（１）総　括 （単位：人，千円）

区 分 職 員 数 共 済 費

386 9,957 8,269

期末勤勉手当 宿日直手当

（単位：千円）

住居手当 時間外手当

計
98

補 正 額 18,612

区 分 扶養手当 通勤手当 管理職手当 管理職特勤手当 特殊勤務手当 計

職 員 手 当 補正前の額 9,662 4,596 10,466 246 4,105 26,077 40 180,623 1,309 237,124

2,481 4,875 8,269の 内 訳 補　正　額 △ 2 171 295

計 9,660 4,767 10,761 246

449

28,558 404,554 245,393

(80)

(80)

報 酬 職 員 手 当

119,151 375,387 245,393 739,931 173,956

1,080 19,692

913,887

1,309185,498



※

補 正 前 の 額
83

（単位：人，千円）

区 分 職 員 数
給 与 費

共 済 費 合 計 備 考

(3)

職 員 手 当 計報 酬 給 料

323,016

補 正 額 9,957 7,929

(3)
計

83
332,973 193,182

（　）内は再任用短時間勤務職員の人数（外書き）である。

（単位：千円）

区 分 扶養手当 通勤手当 管理職手当 管理職特勤手当 住居手当 時間外手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 宿日直手当 計

職 員 手 当 補正前の額 9,662 3,944 10,466 246 4,105 24,782 40 130,843 1,165 185,253

の 内 訳 補　正　額 △ 2 152 295 449 2,481 4,554 7,929

計 9,660 4,096 10,761 246 4,554 27,263 40 135,397 1,165 193,182

ア．会計年度任用職員以外の職員

526,155 136,539 662,694

185,253 508,269 135,408 643,677

17,886 1,131 19,017
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※ （　）内は第１号会計年度任用職員の人数（外書き）である。

合 計 備 考
報 酬 給 料 計

補 正 前 の 額
15

（単位：人，千円）

区 分 職 員 数
給 与 費

共 済 費

計
15

補 正 額 386

(77)
119,151

340

(77)

職 員 手 当

726 △ 51 675

（単位：千円）

区 分 扶養手当 通勤手当 管理職手当 管理職特勤手当 住居手当 時間外手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 宿日直手当 計

職 員 手 当 補正前の額 652 1,295 49,780 144 51,871

52,211

の 内 訳 補　正　額 19 340

計 671 50,101 1441,295

イ．会計年度任用職員

118,765 42,414 51,871 213,050 37,468 250,518

251,19342,414 52,211 213,776 37,417

321

 



 

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増 減 額 備 考

給 料 9,957 給与改定に伴う増減分 10,677

3.3 ％

令和７年４月１日

昇給に伴う増加分

その他の増減分 △ 720 △ 720

職 員 手 当 8,269 制度改正に伴う増減分 5,888 5,888

その他の増減分 2,381 △ 663

563

2,481

 給与改定の状況

（単位：千円）

増 減 事 由 別 内 訳 説 明

改定率は人事
院勧告による
平均改定率本年度｛

給 料 の 改 定 率

給与改定実施時期

時間外勤務手当の増減分

休職・復職に伴う減額分

給与改定等に伴う増額分

休職・復職に伴う減額分

人事異動等に伴う増減分
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  イ　期末手当・勤勉手当

  4.60
  (2.40)

  4.65
  (2.45)

  4.65
  (2.45)

※　（　　　）内は、再任用短時間勤務職員の支給率である。

－

短　大　卒 216,500 － － －

（３）給料及び職員手当の状況

ア　初任給

区　　　　　　分 行政職（円） 技能労務職（円）
国　の　制　度

行政職（円） 技能労務職（円）

改　　定　　前

中　学　卒 － 175,800 － 175,800

高　校　卒 188,000 － 188,000 185,700

大　学　卒 220,000 － 220,000 －

短　大　卒 204,400 － －

改　　定　　後

中　学　卒 － － － －

高　校　卒 200,300 198,200 200,300 198,200

大　学　卒 232,000 － 232,000 －

区 分
支　給　期　別　支　給　率

支給率計（月分） 備　　　　　考
６月（月分） １２月（月分）

国 の 制 度
          2.30
          (1.20)

        2.35
        (1.25)

改 定 前
          2.30
          (1.20)

        2.30
        (1.20)

改 定 後
          2.30
          (1.20)

        2.35
        (1.25)

 



ウ　その他の手当

　　　　町　　（円） 　　　　国　　（円） 　　　　町　　（円） 　　　　国　　（円）

最高支給限度 55,000 55,000 55,000 150,000

2,000 2,000 2,000 2,000

4,200 4,200 4,200 4,200

7,100 7,100 7,300 7,300

10,000 10,000 10,400 10,400

12,900 12,900 13,500 13,500

15,800 15,800 16,600 16,600

18,700 18,700 19,700 19,700

10 ㎞ 以 上 15 ㎞ 未 満

15 ㎞ 以 上 20 ㎞ 未 満

20 ㎞ 以 上 25 ㎞ 未 満

25 ㎞ 以 上 30 ㎞ 未 満

30 ㎞ 以 上 35 ㎞ 未 満

区 分

国  　   の 　    制   　  度    　 と   　  の     　異  　   同

内　　　　　訳
改　　　定　　　前 改　　　定　　　後

通 勤 手 当

交通機関

交
通
用
具

片 道 ５ ㎞ 未 満

５ ㎞ 以 上 10 ㎞ 未 満
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